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「第４２回全国中学生人権作文コンテスト群馬県大会」実施要領

１ 主 催

前橋地方法務局、群馬県人権擁護委員連合会

２ 後 援（予定）

群馬県教育委員会、株式会社上毛新聞社、ＮＨＫ前橋放送局、群馬テレビ株式会

社、株式会社エフエム群馬、株式会社ザスパ、株式会社群馬スポーツマネジメント

３ 趣 旨

次代を担う中学生が人権問題についての作文を書くことによって、人権尊重の重

要性、必要性についての理解を深めるとともに豊かな人権感覚を身に付けること、

及び入賞作品を県民に周知広報することによって、広く一般に人権尊重思想を根付

かせることを目的として実施するものです。

４ 応募規定

(1) 対象

群馬県内の中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特

別支援学校の中学部に在学する生徒並びに外国人学校に在学する者で中学生に準

ずる生徒を対象とします。

(2) 作文の内容

日常の家庭生活、学校生活、グル－プ活動あるいは地域社会との関わりなどの

中で得た体験等を通じて、基本的人権の重要性、必要性について考えたことなど

を題材としたものとします。

(3) 応募原稿の枚数

学校名、学年、氏名及び題名を除いて、４００字詰原稿用紙５枚以内とします。

外国語で作文を作成した場合又は視覚に障害があり、点字若しくは録音テープで

作文を作成した場合には、それぞれ４００字詰原稿用紙５枚以内の翻訳文、墨字

又は反訳文を付けてください。

なお、５枚を超えた場合は、審査の対象となりません。

おって、作品には必ず学校名、学年、氏名及び題名を明記してください。

(4) 作文の様式

応募する作文は、手書き、パソコン等で作成したものいずれも可とします。た

だし、手書きで作成する場合には、文字を濃く、明確に書いてください。

５ 応募方法

応募する学校は、(1)

①応募作品に欠落がないこと、学校名、学年、氏名及び題名を記載しているこ

と、及び文字が明確に書かれていることを確認してください。

②別紙１「応募作品送付書」に所要事項を記入してください。
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③別紙２「実施アンケート」に御協力ください。

④別紙３の送付先に、「応募作品送付書」、「実施アンケート」及び「作品」

を送付してください。

法務局への送付締切日は、 とします。(2) 令和５年９月８日（金）

６ 審査及び表彰

(1) 地区大会における予選

応募作品は、県内８地域の人権擁護委員協議会で地区大会を行い、地区大会入

賞作品の中から代表となった作品（県大会推薦作品）について、県大会審査及び

表彰を行います。

また、地区大会入賞作品（県大会へ推薦しなかった入賞作品を含む。）につい

ては、地区大会を開催した人権擁護委員協議会が表彰を行います。

(2) 群馬県大会審査員（予定）

○ 群馬県教育委員会教育長

○ 株式会社上毛新聞社編集局長

○ ＮＨＫ前橋放送局長

○ 群馬テレビ株式会社社長

○ 株式会社エフエム群馬社長

○ 株式会社ザスパ社長

○ 株式会社群馬スポーツマネジメント社長

○ 前橋地方法務局長

○ 群馬県人権擁護委員連合会長

○ 同連合会啓発広報委員長

○ 同連合会こども人権委員長

(3) 群馬県大会表彰（予定）

○ 前橋地方法務局長賞 １ 編

○ 群馬県人権擁護委員連合会長賞 １ 編

○ 群馬県教育委員会教育長賞 １ 編

○ 上毛新聞社長賞 １ 編

○ 上毛新聞社編集局長賞 １ 編

○ ＮＨＫ前橋放送局長賞 １ 編

○ 群馬テレビ賞 １ 編

○ エフエム群馬賞 １ 編

○ ザスパクサツ群馬賞 １ 編

○ 群馬ダイヤモンドペガサス賞 １ 編

○ 奨励賞 若干 編

※ 入賞者には賞状及び副賞を贈呈し、応募生徒全員に記念品を贈呈します。

(4) 群馬県大会入賞の発表日

本年１２月上旬（予定）

(5) 群馬県大会表彰式

① 日 時：本年1２月中旬から下旬
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② 場 所：未定

７ 中央大会への推薦

群馬県大会において、「前橋地方法務局長賞」を受賞した作品については、県大

会代表作品として「全国中学生人権作文コンテスト中央大会」へ推薦します。

なお、群馬県大会応募作品総数が７，０００編を超える場合には、「前橋地方法

務局長賞」受賞作品に加えて、「群馬県人権擁護委員連合会長賞」受賞作品につい

ても同中央大会へ推薦することとし、３０，０００編を超えた場合には、中央大会

推薦基準に沿った推薦作品数を県大会審査会で選考し、推薦します。

中央大会における表彰（予定）は次のとおりです。

○ 内閣総理大臣賞 １編

○ 法 務 大 臣 賞 １編

○ 文部科学大臣賞 １編

○ 法 務 副 大 臣 賞 １編

○ 法務大臣政務官賞 １編

○ 全国人権擁護委員連合会会長賞 １編

○ 一般社団法人日本新聞協会会長賞 １編

○ 日本放送協会会長賞 １編

○ 法務事務次官賞 ３編

○ 法務省人権擁護局長賞 ２５編

○ 奨 励 賞 若干編

８ 感謝状

(1) 群馬県大会感謝状

参加校に対して、主催者から感謝状を贈呈します。

(2) 中央大会感謝状

ア 県大会代表作品の応募者が在学する中学校等に対して、中央大会主催者から

感謝状が贈呈されます。

イ 感謝状を贈呈する相当の理由があると認められる中学校等に対して、中央大

会主催者から感謝状が贈呈されます。

９ その他

応募作品は返却いたしませんので、原本の返却を希望する場合には、応募の際(1)

にあらかじめ自筆の作文のコピーを送付願います。

応募作品は、未発表のものに限ります。(2)

応募作品の著作権は、主催者に帰属するものとします。(3)

県大会入賞作品については、審査結果等と合わせて応募者の学校名、学年及び(4)

氏名（下記(8)の場合を除く。）並びに応募作品の題名及び全文を上毛新聞紙、

法務局ホームページ、入賞作品集等に掲載するなど、一般に公表することを予定

しています。また、地区大会入賞作品についても、地方自治体の広報誌に掲載す

るなど、公表することがあります。
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なお、作品の公表に当たっては、作品の趣旨を損なわない範囲で一部修正する

ことがあります。

公表に当たっては、県大会へ推薦した生徒及びその保護者に対して、事前に作(5)

品の公表の可否及び氏名等の公表希望の有無を別紙４の「作品公表に関する承諾

書」を用いて確認を得ることとします（ただし、県大会へ推薦しない作品であっ

ても一般に公表する場合については、確認を得ることとします。）。

なお、承諾書は、地区大会終了後に当該生徒が在学する中学校等に対して、県

大会へ推薦した旨を学校所在地の市町村を管轄する法務局又は支局若しくは人権

擁護委員協議会から連絡し、学校を経由して提出を求めます。

学校名、学年及び氏名（下記(8)の場合を除く。）並びに応募作品の題名及び

全文の公表について承諾を得られない作品については、優秀な作品であっても県

大会へ推薦することができませんので御留意願います。

中央大会への推薦作品については、法務省が応募者の学校名、学年及び氏名(6)

（下記(8)の場合を除く。）、応募作品の題名を公表するとともに、法務事務次

官賞以上の受賞作品については法務省ホームページ、中央大会作文集等において

作品の内容を公表します。また、その他の推薦作品の内容についても、公表する

ことがあります。

公表する作品は、法務省以外の第三者による刊行物への掲載を許可することが(7)

あります。

作品の公表に当たっては、応募者の意向に応じて、「氏名」又は「学年・氏(8)

名」を非公表とします。

１０ 問合せ先

御不明な点等ございましたら、学校所在地の市町村を管轄する法務局又は各支

局（別紙３の作品送付先一覧表を参照願います。）までお問い合わせください。



別紙１

応 募 作 品 送 付 書

前橋地方法務局 人権擁護課・ 支局 宛て

学 校 名
ふ り が な

所 在

電話番号

担当教諭名

（１）学年別応募状況調

学 年 全応募作品数

１ 学 年 編

２ 学 年 編

３ 学 年 編

合 計 編

（２）送付作品数

合計 編

（注１） 学校名は表彰状の記載文字となりますので、正しくお書きください。

また、ふりがなは必ず記載してください

(注２) （１）に記載する全応募作品数は、生徒から提出された人権作文の総数に

なります。

また、義務教育学校など、学年の表記が異なる中学校等については、対応

する学年に応募作品数を記入してください。



別紙２

「第４２回全国中学生人権作文コンテスト群馬県大会」実施アンケート

学校名： 担当者名：

○令和６年度以降の本コンテストの実施に向けて、各中学校等の取組状況を参考とさせて

いただきたいため、アンケートを行うことといたしました。

以下の項目への御回答につき、御協力をお願いいたします。

Ｑ１ 本コンテストの取組方法を記入してください。

例）夏休みの自由課題とした、人権学習の授業において全生徒を対象に実施した など

Ｑ２ Ｑ１の取組方法とした理由を記入してください。

例）作品の提出時期からして授業として取り組むことが困難であった など

Ｑ３ 実施要領等（原稿用紙など）の配布時期についてはどうでしたか。

早い ちょうどいい 遅い（希望時期及び理由を以下に記入してください ）a b c 。

例）年間計画を立てるため、３月中に実施方法を知らせてほしい など

Ｑ４ その他、人権作文コンテストに関して、御意見や御要望、御感想がありましたら御

記入ください。



別紙３
作 品 送 付 先 一 覧 表

中 学 校 等 所 在 市 町 村 送 付 先

前 橋 市 〒３７１－８５３５
渋 川 市 前橋市大手町二丁目３－１
北群馬郡 榛東村、吉岡町 前橋地方法務局人権擁護課

℡ ０２７－２２１－４４２６

高 崎 市 〒３７０－００４５
藤 岡 市 高崎市東町１３４－１２
安 中 市 前橋地方法務局高崎支局
多 野 郡 神流町 ℡ ０２７－３２２－６３１５

桐 生 市 〒３７６－００４５
みどり市 桐生市末広町１３－５

前橋地方法務局桐生支局
℡ ０２７７－４４－３５２６

伊勢崎市 〒３７２－０００６
佐 波 郡 玉村町 伊勢崎市太田町５５４－１０

前橋地方法務局伊勢崎支局
℡ ０２７０－２５－０７５８

太 田 市 〒３７３－００６３
館 林 市 太田市鳥山下町３８７－３
邑 楽 郡 板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町 前橋地方法務局太田支局

℡ ０２７６－３２－６１００

沼 田 市 〒３７８－００４２
利 根 郡 片品村、川場村、みなかみ町、昭和村 沼田市西倉内町７０１

前橋地方法務局沼田支局
℡ ０２７８－２２－２５１８

富 岡 市 〒３７０－２３１６
甘 楽 郡 下仁田町、南牧村、甘楽町 富岡市富岡１３８３－６
多 野 郡 上野村 前橋地方法務局富岡支局

℡ ０２７４－６２－０４０４

〒３７７－０４２４
吾 妻 郡 中之条町、東吾妻町、長野原町、嬬恋村 吾妻郡中之条町大字中之条町

草津町、高山村 ６９２－２
前橋地方法務局中之条支局

℡ ０２７９－７５－３０３７



別紙４

前 橋 地 方 法 務 局 長 殿
群馬県人権擁護委員連合会長 殿

作文公表に関する承諾書

私たちは、第４２回全国中学生人権作文コンテスト（群馬県大会、中央大
会及び地区大会を含む ）に応募するに当たり、。
①入賞作品集、②報道機関、③法務省関係機関ホームページ、④法務省・人
権擁護委員作成の広報、⑤学校の教材や地方公共団体の広報誌等、⑥その他
人権啓発資料に公表されること、及び⑦中央大会へ推薦し広く公表されるこ
とについて、以下のとおり回答します。

１ を公表することについて作品の題名・全文、学校名

□ 同 意 し ま す
（この場合、推薦することができません）□ 同 意 し ま せ ん

２ ・ を公表することについて学年 氏名

□ 同 意 し ま す
□ の非公表を希望します氏名
□ の非公表を希望します学年・氏名

３ を掲載することについて顔写真

□ 同 意 し ま す
□ 同 意 し ま せ ん

（注意事項）
(1) 承諾する該当の項目にチェックをしてください。

。 、(2) 報道機関には審査結果を公表します 審査結果は上毛新聞紙上に発表されるほか
入賞作品の一部は同紙に掲載される予定です。また、他の報道機関から掲載の依頼
を受けることもあります。

(3) 入賞作品集に掲載後、他の人権啓発資料に転載することがあります。
(4) 公表及び転載の依頼等については、人権教育及び人権啓発の理念に照らし、不適
切であると判断されない限り許可したいと考えています。

学校名（学年） 学校 年

ふ り が な

氏 名

※ 氏名は表彰状の記載文字となりますので、正しくお書きください。

保 護 者


